
保 福 第 3 5 7 － ５ 号

令 和 ５ 年 1 1 月 2 7 日

鹿児島市保健所長 殿

鹿児島県くらし保健福祉部保健医療福祉課長

医療機能情報提供制度（かごしま医療情報ネット）の全国統一システム構築に

係るユーザ登録状況確認及び新規ユーザ登録申請について（依頼）

本県医療行政の推進につきましては，かねてから御協力いただき感謝申し上げます。

標記制度については，医療法第６条の３第１項に基づき，基本情報については速やかに，

その他情報については年１回以上都道府県知事に報告（以下，「定期報告」という。）する

こととされており，本県では毎年10月１日における医療機能情報を同年11月末までに報告

することとしておりました。

厚生労働省において，標記制度に係る全国統一システム（以下，「Ｇ－ＭＩＳ」という。）

を構築し，令和５年度以降の定期報告については，Ｇ－ＭＩＳで行うこととなったため，

各医療機関管理者に対して，「医療機能情報提供制度（かごしま医療情報ネット）の全国

統一システム構築に係る新規ユーザ登録申請について（依頼）（令和５年５月26日付け保

福第108－１号）」により，Ｇ－ＭＩＳの新規ユーザ登録を依頼したところです。

Ｇ－ＭＩＳが未登録である場合，令和５年度以降の定期報告が実施できないため，各医

療機関管理者に対して，別添の「医療機能情報提供制度（かごしま医療情報ネット）の全

国統一システム構築に係るユーザ登録状況確認及び新規ユーザ登録申請について（依頼）」

（令和５年11月27日付け保福第357－１号）のとおり周知し，下記の団体等に周知依頼を行

ったところです。

つきましては，これらの団体等に属さない病院等の管理者に対しては，貴保健所から周

知してくださるようお願いいたします。

記

別途依頼済みの団体等

・鹿児島県（郡市）医師会 ・鹿児島県（市郡）歯科医師会

・(医)徳洲会が開設する病院及び診療所 ・鹿児島大学病院

保健医療福祉課医務係（担当：東）

ＴＥＬ：099-286-2707

Ｍａｉｌ：imushika@pref.kagoshima.lg.jp

mailto:imushika@pref.kagoshima.lg.jp


保 福 第 3 5 7 － １ 号

令 和 ５ 年 1 1 月 2 7 日

（保健医療福祉課扱い）

各医療機関 管理者 様

鹿児島県くらし保健福祉部長

医療機能情報提供制度（かごしま医療情報ネット）の全国統一システム構築に

係るユーザ登録状況確認及び新規ユーザ登録申請について（依頼）

本県医療行政の推進につきましては，かねてから御協力いただき感謝申し上げます。

標記システム構築に当たりまして，「医療機能情報提供制度（かごしま医療情報ネット）

の全国統一システム構築に係る新規ユーザ登録申請について（依頼）（令和５年５月26日

付け保福第108－１号）」により，Ｇ－ＭＩＳの新規ユーザ登録を御対応いただいたところ

ですが，Ｇ－ＭＩＳが未登録である場合，令和５年度以降の定期報告が実施できないため，

Ｇ－ＭＩＳの新規ユーザ登録申請を行っていただく必要があります。

つきましては，別紙により貴機関のＧ－ＭＩＳユーザ登録状況を確認いただくとともに，

必要な申請等を行っていただきますようお願いいたします。

※全国統一システム及び医療機能情報提供制度の詳細につきましては，以下の厚生労働

省ホームページを御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35867.html

※御不明な点については，以下を御参照ください。

貴機関所在地 問合せ先 電話番号

鹿児島市内 くらし保健福祉部保健医療福祉課 099-286-2707

医務係

鹿児島郡，日置市， 鹿児島地域振興局 099-272-6301

いちき串木野市 保健福祉環境部地域保健福祉課

指導監査介護係（伊集院保健所）

枕崎市，南さつま町， 南薩地域振興局 0993-53-8001

南九州市，指宿市 保健福祉環境部地域保健福祉課

指導監査係（加世田保健所）

薩摩川内市，薩󠄀摩郡， 北薩地域振興局 0996-23-3166

出水市，阿久根市， 保健福祉環境部地域保健福祉課

出水郡 指導監査係（川薩保健所）

霧島市，姶良市， 姶良・伊佐地域振興局 0995-44-7963

姶良郡，伊佐市 保健福祉環境部地域保健福祉課

指導監査係（姶良保健所）

鹿屋市，垂水市， 大隅地域振興局 0994-52-2125

肝属郡，曽於市， 保健福祉環境部地域保健福祉課

志布志市，曽於郡 指導監査係（鹿屋保健所）

西之表市，熊毛郡 熊毛支庁 0997-22-1830

保健福祉環境部地域保健福祉課

指導監査介護係（西之表保健所）

奄美市，大島郡 大島支庁 0997-57-7246

保健福祉環境部地域保健福祉課

指導監査係（名瀬保健所）

保健医療福祉課 医務係

ＴＥＬ：099-286-2707

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35867.html


保 福 第 1 0 8 － １ 号

令 和 ５ 年 ５ 月 2 6 日

（保健医療福祉課扱い）

各医療機関 管理者 様

鹿児島県くらし保健福祉部長

医療機能情報提供制度（かごしま医療情報ネット）の全国統一システム構築に

係る新規ユーザ登録申請について（依頼）

本県医療行政の推進につきましては，かねてから御協力いただき感謝申し上げます。

標記制度については，医療法第６条の３第１項に基づき，基本情報については速やかに，

その他情報については年１回以上都道府県知事に報告（以下，「定期報告」という。）する

こととされており，本県では毎年10月１日における医療機能情報を同年11月末までに報告

することとしておりました。

今般，厚生労働省において，標記制度に係る全国統一システム（以下，「Ｇ－ＭＩＳ」

という。）を構築し，令和５年度以降の定期報告については，Ｇ－ＭＩＳで行うこととな

りました（令和５年度の定期報告は令和６年１月開始予定）。

つきましては，下記のとおりＧ－ＭＩＳの新規ユーザ登録申請をお願いいたします。

なお，既にＧ－ＭＩＳアカウントを所有されている医療機関におかれましても，今回の

新規ユーザ登録が必要である旨申し添えます。

記

１ 申請方法

(1) 電子メールアドレスを所持している医療機関

別添「医療機能・薬局機能情報提供制度新規ユーザ登録申請操作マニュアル」を御確

認の上，以下のＵＲＬから登録申請をお願いいたします。

https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form

(2) 電子メールアドレスを所持していない医療機関

医療機関の所在地が鹿児島市内の場合は保健医療福祉課医務係へ，鹿児島市外の場合

は最寄りの各地域振興局・支庁保健福祉環境部地域保健福祉課指導監査（介護）係へお

問合せください。なお，連絡先は別紙を御覧ください。

２ 申請期限

令和５年６月28日（水）

※御不明な点については，以下を御参照ください。

問合せ内容 問合せ先 電話番号

新規ユーザ登録申請の 厚生労働省Ｇ－ＭＩＳ事務局 0570-7 83 -8 72

システム操作について

本依頼 内容につい て ア 医療機関の所在地が鹿児島市の場合 別紙のとおり

保健医療福祉課医務係

イ 鹿児島市外の場合

最寄りの各地域振興局・支庁

保健福祉環境部地域保健福祉課

指導監査（介護）係

保健医療福祉課 医務係

ＴＥＬ：099-286-2707

https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form


ユーザ登録状況確認
⃝ 貴機関のユーザ登録状況につきまして，以下の手順に従って御確認ください。

名称 電話番号

保健医療福祉課医務係 099-286-2707

伊集院保健所（指導監査介護係） 099-272-6301

加世田保健所（指導監査係） 0993-53-8001

川薩保健所（指導監査係） 0996-23-3166

姶良保健所（指導監査係） 0995-44-7963

⿅屋保健所（指導監査係） 0994-52-2125

⻄之表保健所（指導監査介護係） 0997-22-1830

名瀬保健所（指導監査係） 0997-57-7246

【連絡先】

令和５年６⽉28日までに
「Ｇ－ＭＩＳの新規ユーザ登録申請」をされましたか

令和５年11⽉６日にＧ－ＭＩＳ事務局
（info@g-mis.net ）からメールが届いていますか

申請した 申請していない

届いている

届いていない

迷惑メールフォルダにあった

「迷惑メールフォルダ」に当該メールがありますか

メールボックスの空き容量は不⾜していませんか

空き容量が不⾜している

空き容量は⼗分にある
対応方法１対応方法１

１（p.2へ）

対応方法２対応方法２

・貴機関の所在地が⿅児島市の場合，保健医療福祉課医務係へ御連絡ください。
・貴機関の所在地が⿅児島市外の場合，最寄りの保健所へ御連絡ください。

新規ユーザ登録申請フォーム(https://www.g-
mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form )
から登録申請をお願いいたします。【※】

申請したか分からない

p.1

迷惑メールフォルダにも
メールがない

※電子メールアドレスを所持して
いない医療機関もこちらへ
御連絡ください。

※申請していなくても，既に
G-MISアカウントを所持している

場合は申請不要です。
（所持状況が不明な場合は

下記連絡先へ御連絡ください。）

mailto:info@g-mis.net
https://www.g-


ユーザ登録状況確認
⃝ 前ページからの続き

１

受信したメールの件名はどちらですか

【厚⽣労働省G-MIS事務局】G-MISのご利⽤準備完了に伴うパスワード登録のご依頼 【厚⽣労働省G-MIS事務局】報告機関内でのG-MISご利⽤者の確認依頼

前回の依頼⽂（（令和５年５⽉26日付け保福第108－１））
では，既にG-MISアカウントを所有されている医療機関におかれまし
ても，新規ユーザ登録が必要と御案内しておりましたが，既存のアカ
ウントにより定期報告を⾏えるようになりましたので，新規アカウントの
発⾏はございません。
令和６年１⽉開始予定の定期報告につきましては，既存アカウン
トからの御報告をお願いいたします。

メールに記載のURLにアクセスできましたか︖

アクセスできたが，
ログイン方法が分からない

対応方法3対応方法3

アクセスできない

対応方法４対応方法４

〈メール⽂（例）〉〈メール⽂（例）〉

p.2

アクセスし，ログインが完了している

御協⼒ありがとうございました。
現時点で御対応いただく作業はございません。
令和６年１⽉開始予定の定期報告につきましては，
改めて御連絡させていただきます。



対応方法１（メールボックスの空き容量が不⾜していた場合）

⃝ メールボックスの空き容量が不⾜している場合に空き容量を増やす方法は，御利⽤中のメールソフトウェアにより，対応方法が異なります。
手順等については，御利⽤中のメールソフトのホームページ等で御確認ください。

⃝ メールサーバー上でメールが保管されている場合には，メールボックスの空き容量を確保した後，メールサーバからメールが再送されます。

⃝ もしもメールが受信できなかった場合には，アカウント発⾏通知メールの再送はできませんので，大変恐れ入りますが，以下の連絡先に
「ログインID」を御確認いただき，「パスワードのリセット」を実施いただきますようお願いします。パスワードのリセット方法は，ログイン画面に
おきまして，「パスワードをお忘れですか︖」のリンクを押していただくようお願いします。

メールボックスの空き容量が不⾜していた場合対応方法1対応方法1

名称 電話番号 所管区域
保健医療福祉課医務係 099-286-2707 ⿅児島市内
伊集院保健所（指導監査介護係） 099-272-6301 ⿅児島郡，日置市，いちき串⽊野市
加世田保健所（指導監査係） 0993-53-8001 枕崎市，南さつま町，南九州市，指宿市
川薩保健所（指導監査係） 0996-23-3166 薩󠄀摩川内市，薩󠄀摩郡，出水市，阿久根市，出水郡

姶良保健所（指導監査係） 0995-44-7963 霧島市，姶良市，姶良郡，伊佐市
⿅屋保健所（指導監査係） 0994-52-2125 ⿅屋市，垂水市，肝属郡，曽於市，志布志市，曽於郡
⻄之表保健所（指導監査介護係） 0997-22-1830 ⻄之表市，熊⽑郡
名瀬保健所（指導監査係） 0997-57-7246 奄美市，大島郡

【ログインIDの確認に係る連絡先】
※貴機関の所在地が⿅児島市の場合は保健医療福祉課医務係へ，⿅児島市外の場合は最寄りの保健所へ御連絡ください。

p.3



対応方法２（迷惑メールフォルダにメールがあった場合）

⃝ 以下の手順に従い，該当する対処を実施してください。

迷惑メールフォルダにメールがあった場合対応方法2対応方法2

①メールを「受信トレイ」など安全なフォルダに移動する

②メールに記載のURLにアクセスする

③ 「ようこそメール」に記載されるパスワード設定⽤のURL
にアクセスし，パスワード設定を実施する

④送信元メールアドレス（info@g-mis.net ）を「安全
なアドレス」として設定する

※「安全なアドレス」に設定する方法は，お使いのソフトウェアに
より異なりますので，ソフトウェアのマニュアル等を参照ください。

【Outlookの場合の例】
・該当のメールを右クリックする
・「迷惑メール(J)」→「迷惑メールのオプション(O)」を選択

・ 「信頼できる差出人の
リスト」タブを開く
・リストに送信元アドレスを
追加し，「追加(D)」をク
リック
・画面下の「適⽤(A)」を
クリック

p.4

mailto:info@g-mis.net


対応方法３（メールにあるURLにアクセスできない）

メールにあるURLにアクセスできない対応方法3対応方法3

⃝ 「このサイトにアクセスできません」というメッセージが出た場合，以下の理由などが考えられます。
① ブラウザのキャッシュが溜まっている
② サイトにフィルターがかかっている
③ サーバーがメンテナンス中などで利⽤できない状態にある

①ブラウザのキャッシュが溜まっている

ブラウザの「キャッシュクリア」を⾏ってくだ
さい。

※キャッシュクリアの方法はブラウザごとに異な
ります。ブラウザのマニュアル等を参照ください。

【Edgeの場合の例】
・「設定」→「プライバシー、検索、サービス」
・「閲覧データのクリア」→「クリアするデータの選択」でクリアを⾏ってください。

②サイトにフィルターがかかっている

以下のサイトをホワイトリストに入れて
いただくよう情報システム管理者へ依
頼してください。
https://www.g-mis.mhlw.go.jp/

③サーバーがメンテナンス中などで利⽤できない
状態にある

しばらく待ってから，アクセスいただくよう
お願いします。

p.5

https://www.g-mis.mhlw.go.jp/


対応方法４（メールに記載のURLにアクセス後の作業（G-MISログイン））

医療機関のみなさま厚⽣労働省
G-MIS事務局

②メールに記載の
リンクからアクセス

③設定完了後
画面遷移

接続先
選択画面

■作業の流れと確認点 ④G-MISを選択
し画面遷移

⑤ユーザ基礎情
報登録を選択し

画面遷移

アカウント発⾏通知メール（例）

パスワード初期
設定画面

①アカウント発⾏
通知メール

確認点
ログインに成功するとホーム画面
が表示されます。

都道府県システムに入⼒しているデータをもとに、申請者の内容が表
示されます。
担当者情報（⽒名、メールアドレス、電話番号等）を変更する必
要がある場合は、「編集」ボタンから変更を⾏ってください。

確認点

ユーザ基礎情報登録
画面

⃝ 以下の作業を速やかに実施してください。
⃝ アカウント発⾏通知メールの再送はできませんので，ユーザ情報（ログインID，パスワード）は大切に管理いただきま
すようお願いいたします。

ホーム画面

p.6

メールに記載のURLにアクセス後の作業（G-MISログイン）対応方法４対応方法４


